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担当になったらまずは理解したい

地域包括ケアシステムの基本
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すべてのご質問への回答はお約束できませんので、あらかじめご了承ください。入力されたコメントは、本セミナーの参加者に開示
されます。なお、投稿されたデータは、イベント終了後、数日内に削除しますが、主催者により個人が特定されない形で、セミ
ナー事業への評価等として公開する場合がありますので、ご留意ください。

右のQRコードを読み取っていただけば、下記のイベントコードを入
力しないでもアクセスできます。

下記URLからアクセスする場合は、イベントコードを入力してアク
セスしてください。



地域包括ケアシステムは

何を目指しているのか？
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第二条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でそ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となるこ

との予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包

括的に確保される体制をいう。（地域における医療と介護の総合的な確保の促進に関する法律）

「重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介

護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム（厚生労働省地域包括ケアシステムHP）

住み慣れた地域での

生活の継続

自分らしい暮らし

≒自立した日常生活の継続

政策・法律上の

目指す姿

現状
最期の時まで転々生活で

最期は病院

例えば、要介護になったら

デイサービス一択・・・

心身の状態が変わっても、

その都度引っ越しなどせず、

馴染みの人間関係・環境で

生活が継続できる

選択肢のある生活要するに

地域包括ケアシステム

馴染みの人に囲まれていて

贅沢は言わないから、

最低限のわがままが

言える生活

医療・介護・介護予防・住まい

・生活支援を一体提供

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）



4

高齢者介護介護保険

介護だけじゃない 保険だけじゃない

高齢者介護介護 保険

医療も、

保健も、福祉も、

生活支援も

すまいも

自助（自費）も、

互助（助け合い）も、

共助（社会保険）も、

公助（社会福祉）も、

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

介護保険制度は、地域包括ケアシステムの１パーツに過ぎない。また対象は、介護だけではなく医療も生活支援も、適切な住まいも求めら
れる。特に専門職領域については、社会保険制度を通じて提供されており、それ以外については、介護保険外の市場サービスにおいて提
供されている。

多様な支援やサービスを一体的・包括的に提供するには、介護保険に限定せず、医療保険（共助）も、自費の民間サービス（自助）も、地域
の助け合い（互助）も、税財源の福祉サービス（公助）もあらゆる社会資源を組み合わせる必要がある。
というか、健康な時の生活はそうして営まれているので要介護状態になっても、当然といえば当然。
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住まい・施設Ｂ

住まい・施設Ａ

医療機関Ｃ

比較的元気な高齢

者が楽しく生活でき

るための最適な職員

配置

認知症の人が安心

して生活できる最適

な職員配置

医療的なケアへの

対応に

最適な職員配置

心
身
状
態
の
変
化

人がケアに合わせる仕組み
施設単位でパッケージ化（最適化）された仕組み

自分の住まい・施設

虚弱

認知症

看取り

人にケアを合わせる仕組み
地域単位でパッケージ化（最適化）された仕組み

利用者はずっと同じ場
所で生活を続ける

なじみの関係性／
マイペースな生活ができる
環境の維持

一つの生活圏域（地域）

訪問介護

訪問リハビリ
診療所

通所介護

体操教室

訪問介護

移送サービス
配食サービス

ショートステイ

訪問看護

小規模多機能

看護小規模多機能 定期巡回

宅配サービス

その時に必要なサービ
スを最適化して組み
合わせる
（ケアマネジメント）

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

最後は「病院」が前提のケアシステム 最後まで「今の場所」が前提のケアシステム



6資料）平成28年度版「厚生労働白書」
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自分の住まい・施設

人にケアを合わせる仕組み
地域単位でパッケージ化（最適化）された仕組み

利用者はずっと同じ場
所で生活を続ける

なじみの関係性／
マイペースな生活ができる
環境の維持

一つの生活圏域（地域）

体操教室

訪問看護

移送サービス
配食サービス

ショートステイ

訪問介護

小規模多機能

看護小規模多機能 定期巡回

宅配サービス

その時に必要なサービ
スを最適化して組み
合わせる
（ケアマネジメント）

「地域」の中に「包括」的に「ケア」があり、これを組み合わせる

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

訪問介護

訪問リハビリ
診療所

通所介護

専門職間の連携推進
（在宅医療・介護連携推進事業）

サービスの提供主体は、異なる法人であっても事業
者間連携により機能を統合的・一体的に提供すると
で利用者の不安を軽減し、なじみの環境での生活
継続を「安心感」をもって支え、「転々生活」を回避。

多様な選択を提供
（生活支援体制整備事業）

一人ひとりの生活の多様性に寄り添うため、生活支
援は地域生活については、可能な限り多様な選択
肢を提示できるように地域資源を発見・開発する。
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出所）植木鉢の絵：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「地域包括ケアシステム構築に向けた制度及

びサービスのあり方に関する研究事業報告書」（地域包括ケア研究会）、平成27年度老人保健健康増

進等事業。

資格や専門的な知識を
もった専門職

医師、看護師、リハビリテーション職、介護職、ケア
マネジャー、保健師、ケースワーカー。介護保険は引
き続き生活支援サービスも提供するが、より「専門
職にしかできない業務」に集中。バラバラに経営され
ている事業者が連携してチームに。

日常生活／地域生活
地域の様々な主体や関係者を表している。住民
グループは趣味の会、ボランティアグループ、民生
委員、町内会、ご近所づきあい、民間企業、商
店街、コンビニ、郵便局など。多様な資源を組み
合わせて多様な選択肢を提示することで、住民
は、心身能力が低下しても従前の生活を維持し
やすくなる。

葉っぱ：多職種連携

土：地域づくり

関係者が「まとまる」取組

関係者が「まじわる」取組



地域包括ケアシステムの構築を

進めるための地域支援事業
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地域支援事業の全体像

資料）厚生労働省HP 費用の比率については2024年1月分の介護給付費実態
統計に基づく概算

サービス費用の約95％

サービス費用の約5％
そのうち、介護予防給付と介護予防・
日常生活支援総合事業が半分ずつ。

介護給付費の約2％
（H26の介護給付費の2％×65歳以上
高齢者数伸び率）
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「地域への投資」は少額だが行政業務においては大きい

資料）岩名礼介講演資料

介護給付（要介護者）

介護予防給付（要支援者等）

介護予防・日常生活支援総合事業

地域包括支援センター／地域ケア会議

在宅医療・介護連携推進事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

【量的】サービスの提供・確保
実態としては事業者が主体であり、保険者とし
ての機能は公募・指定などに限定される。

【質的】地域資源間の連携・協働
保険者は主体として取組を牽引。大きな枠組みとして
は専門職領域における協働としての「多職種連携（医
療介護連携）」と、地域関係者との協働による「地域づ
くり（生活支援体制整備事業）」の大きく２系統に整理
できる。

地
域
支
援
事
業
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「誰を」「何で」支えるのか？

全体をデザイン

専
門
職
の
連
携
で

支
え
る
取
組

地
域
で
支
え
る
取
組

在宅医療・介護
連携推進事業

認知症の人を支える取組

生活支援体制
整備事業

認知症総合支援事業

軽度者を支える取組
介護予防・日常生活支援総合事業

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）
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地域ケア会議を地域支援事業の連動性

資料）岩名礼介（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）

在宅医療・介
護

連携推進事業

生活支援
体制整備事業

地域ケア会議
推進事業

認知症総合
支援事業

介護予防・日常生活
支援総合事業

認知症初期

集中支援チーム

認知症カフェ

認知症サポーター

協議体などによる

生活支援サービス開発

一般介護予防事業

（体操教室など）

B型サービス

短期集中型

サービス（C型）

在
宅
医
療
介
護
連
携

相
談
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

入退院支援／

日常の療養支援

／緊急時の対応

／看取り

認知症地域支援推進員

A型サービス



地域包括ケアシステムの成果は

計測できるのか？

本セクションにおける調査結果の出所は在宅生活改善調査については令和４

年度の愛媛県による調査、居所変更実態調査については令和６年度の愛媛

県調査の結果によるもの。
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「転々生活」は時間軸の中で発生するため、「ある時点」での利用者の居所の比率（例えば、在宅-施設の比率）は、単に現在の居所を
表しているにすぎず、地域包括ケアの視点から評価はできない。問題は、「いまいる場所での生活の継続（それが施設であれ居宅
であれ）がなぜできないのかということである。（見える化システムの在宅-施設比率はアウトカム指標にはならない）

資料）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「介護保険事業計画における施
策反映のための手引き」



16資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

調査票は無償公開されており、調査実施用の文書ひな形（調査対象への協力依頼文書
など）及び回答入力（集計）用のエクセルが提供されている他、入力されたデータを自動集
計・自動報告書出力するツールも無償配布中。メール等を活用すれば費用ゼロで調査可能。
また集計結果は、「在宅限界点」「施設限界点」に関連するアウトカム指標として活用可能。

結果の活用例把握できること調査対象と視
点区分

• 医療介護連携にかかるニーズだけでなく、生
活支援の不足や在宅生活における不安感
を感じている世帯の割合や、要介護度、世
帯類型などの集計が可能なため、地域包括
ケアの成果を待ち望む人たちの姿が浮かび
上がる。

• データをもとにしたケアマネとの対話など通じて
施策協議を深めることが可能。

• 過去１年で在宅生活を諦めた利用者
数。

• 現在の居宅サービス利用者のうち、在
宅生活の継続が困難になっている人数
とその原因。

• さらに、何があれば継続が可能か（ケア
マネの視点から）

一般居宅

在宅限界点
の定量化

在宅生活
改善調査

• 地域内の施設の機能を整理することが可能。
• 各施設の特徴や機能を把握できることから、

総合相談等でより実態に即した情報提供
が可能。

• 施設における医療介護連携の取組を推進
するための基礎資料として活用可能。また、
これらのデータをアウトカム指標として、地域
の施設機能の改善を進めることも。

• 過去１年で施設を退所した人数と移
動先、要介護度。

• 施設種別・施設毎の医療的ケアの提
供状況、看取りの状況（施設看取りの
アウトカムも把握可能）

施設等
介護保険施設

居住系
サ高住などの住まい

施設限界点
の定量化

居所変更
実態調査
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在宅生活改善調査の実施 在宅生活で限界を迎えている
人の数がわかる

解決すべき課題（対象）の
大きさがはっきりとする

要介護度別で理由を整理
（できるだけケース単位で検討）

軽度でも在宅あきらめる人がいる

中重度であきらめる理由は？

何があれば、もう少し生活を
継続できたのかを考える

居所変更実態調査の実施 最期まで生活継続できる確率
が高い施設がわかる

同一種類の施設でも施設ごとに
限界点が違うことがわかる

取り組むべき課題が
みえてくる

取り組むべき課題が
みえてくる

取り組むべき課題が
みえてくる

居所変更/救急搬送などのアウトカム
を踏まえ、なぜ生活継続できないのか、
なぜ急変対応できないのか／なぜ予

兆を把握できないのか？を考える

ケアマネさんに協力いただく調査

在宅生活者の課題把握のための調査

施設・居住系、サ高住・住有（これらも住まい）

の限界点を把握するための調査

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）
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移動先
過去１年に在宅生活を

あきらめた人の総数
過去１年に住み慣れた
市町村を離れた人の数

この数字をどう考えるかは、それぞれ
の市町村で感覚が違う。例えば離島や
中山間地域では市町村内の生活に大き
な意味を持ちうるが、都市部では、隣
接自治体との境界線が連続的であり、
相対的に意義は小さい。

この数字は、在宅をあきらめて
「なじみの関係≒住み慣れた地
域」を離れた人の数」と考える
ことができる。地域包括ケアの
アウトカム指標の一つでもある。

元のデータは南国市HP公表の「在宅生活改善調査」



19資料）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「居所変更実態調査集計結果＜全国集計版＞」※ただし調査に協力
いただいた71市町村分のみの結果である点に留意
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解説リンク
地域包括ケアのアウトカム指標はこれが基本と
考えています。住み慣れた場所での生活が継
続できているかを計測する指標。
地域包括ケア計画（介護保険事業計画）
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
(murc.jp) から調査票、調査対象向け依
頼状のひな形、自動集計ソフトを
DL可能。調査回答を入力したエクセルを読み
込ませると自動的に集計・分析し、報告書を
自動生成。

解説動画：https://youtu.be/oJuem62uvf8在宅生活改善調査

解説動画：https://youtu.be/tY7CjBX2uac居所変更実態調査

各市町村別の在宅死の割合／老人ホーム
死の割合が整理されているデータ。ただし、施
設種別の状況は不明。また在宅死には多様
な死が含まれており、看取りとは限らない点は
注意が必要。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/0000061944.html

地域医療にかかる地域
別データ集

「在・退院者の状況」のタブから「都道府県」
「自治体指定」「65歳未満・65歳以上」を選
択、入院期間「１年以上」を選択の上、主診
断を「F0」で設定すると全国との比較も含めた
集計結果を表示

ReMHRAD - 地域精神保健福祉資源分析データ
ベース

認知症で長期入院と
なっている高齢者の数

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）



人材“絶対不足”時代の

地域包括ケアシステム
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労働力人口

生産年齢人口8,726万人

7,395万人

6,666万人

6,925万人

※2024～2040年は
将来推計

1995年：

生産年齢人口ピーク

2023年：

労働力人口最大

（元データの出典）労働力調査（総務省）、国勢調査（総務省）、人口推計（総務省）、日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）（国立社会保

障・人口問題研究所）より、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが作成

令和６年度 厚生労働省生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業「人口減少社会に対応した福祉人材の養成・確保や地域の多様

な人材の活用に関する調査研究事業報告書」7ページ

約1300万人の減少

約260万人の増加
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15～64歳_女性

15～64歳_男性

就業者数_合計

令和６年度 厚生労働省生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業「人口減少社会に対応した福祉人材の養成・確保や地

域の多様な人材の活用に関する調査研究事業報告書」
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【出典】 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（介護職員数）、「介護保険事業状況報告」（要介護（要支援）認定者数）／注１） 介護職員数は、常勤、非常勤を含めた実人員数。（各年度の10月1日現在） 注２） 調査方法の

変更に伴い、推計値の算出方法に以下のとおり変動が生じている。

平成12～20年度 「介護サービス施設・事業所調査」（介サ調査）は全数調査を実施しており、各年度は当該調査による数値を記載。

平成21～29年度：介サ調査は、全数の回収が困難となり、回収された調査票のみの集計となったことから、社会・援護局において全数を推計し、各年度は当該数値を記載。（※１）

平成30年度～ ：介サ調査は、回収率に基づき全数を推計する方式に変更。（※２）

注３） 介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の取扱い 平成27～30年度：総合事業（従前の介護予防訪問介護・通所介護に相当するサービス）に従事する介護職員は、介サ調査の対象ではなかったため、

社会・援護局で推計し、これらを加えた数値を各年度の( )内に示している。（※３）／令和元年度～：総合事業も介サ調査の調査対象となったため、総合事業（従前の介護予防訪問介護・通所介護相当のサービスを本体と一体的

に実施している事業所に限る）に従事する介護職員が含まれている。（※４）
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要介護（要支援）者数

介護職員数

訪問介護費用額
（予防除く）

小多機・看多機・定巡

2012年 2022年変化

546万人 697万人1.28倍

163万人 215.4万人1.32倍

データ出所：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（介護職員数）

給付費については、厚生労働省「介護給付費等実態統計」（旧：介護給付費等実態調査）

740億円 1,101億円
1.49倍

+361億円

158億円 429億円2.72倍

+272億円



地域包括ケアモデルとしての

介護保険サービス

＜地域密着型サービスと外付け化＞
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広域型サービス：出来高払い型
（介護保険以前から存在）

地域密着型サービス：包括報酬型
（介護保険後に創設）

ホームヘルプ（訪問介護） デイサービス（通所介護）

訪問看護 ショートステイ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護

基本的に、居宅介護サービスの基本トレンドは、包括報酬型のサービスへのシフト。ただし実際には、事業者数は伸び悩んでいる。マネジメ

ントの難しさや安定的運営には、法人規模も鍵となることから、地方都市などでは伸び悩んでいる地域も。

広域型サービス：事業所の所在する市町村以外の被保険者も利用可能。地域密着型は「住み慣れた地域」での生活継続を目的とするため

原則として立地する市町村の利用者のみ（隣接市町村が越境して指定できる場合もある）。

「1時間あたり」「１回あたり」「１泊あたり」などの出来高払い。

各サービスの提供法人がバラバラのため統合的・包括的にサー

ビス提供するには、事業所間の情報共有の必要性もあり、連携

コストが高くなる傾向あり。

週ごとの決まった時間の利用が原則のため、心身の状態の急

変対応に弱く、生活を支えるには限界があるとされる。

小規模多機能：「訪問」「通い」「泊まり」が統合的に１つの事業所で提

供される小規模多機能型サービス。さらに看護を加えた看多機も。

訪問介護と看護を組み合わせて一体的に提供する定期巡回サービス。

いずれも包括報酬で利用回数に関わらず定額提供。ただしサブスクの

ような使いたい放題ではなく、専門職側の適切なアセスメントに基づい

て提供。

急変時や状態が変化した場合は手厚く対応するなど、在宅限界点の

引き上げに有効とされるが、事業所のマネジメント力が問われる。

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）
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広域型サービス：フルセット型
（前身類型も含め、介護保険以前から存在）

高齢者住まい：外付け型
（介護保険後に創設）

特別養護老人ホーム

（介護老人福祉施設）

グループホーム

（認知症対応型共同生活介護）

介護医療院 （「介護療養病床」の廃止に伴い創設）

住宅型有料老人ホーム／サービス付き高齢者向け住宅

介護保険以前につくられた施設である介護保険３施設は、フルセット型であり、入所する利用者像が想定され、求められる機能にあわせた

人員配置が定められている。特養は、要介護３以上で医療必要度が低い高齢者が多く看護機能は弱め。介護医療院は同じく重度者で医療

必要度が高い高齢者が多く医師も配置され看護師も多い。グループホームも認知症の人に限定される。

各施設種別に設定された入所者像にあわせた職員配置が行わ

れている。状態が安定している段階では最も効率的にサービス

提供が可能であるが、心身状態が変化すると他施設に居所を変

更する必要が生じる場合がある。

また医療的ケアの提供体制を担保できていない場合は、終末期

において病院に搬送となることがある。

これらの施設は、低所得者に対する利用料減免もあるため引き

続き社会的要請が高いが、多床室を持つ施設もあり、プライバ

シーの観点や集団的な生活感から近年は選ばれないことも。

居住場所（住まい）としての性格を原則として、プレインストールされて

いるサービスを最小化し、随時必要になる機能（例えば医療）について

は、地域内（施設外）のサービスを利用。

プレインストールされるサービスのレベルは施設種別でグラデーション

があるが、現在は「食事」「掃除」「生活相談」などに限定されることが

多く、介護や看護、リハビリテーション、医療は、外部から提供されるこ

とが多い。

住まいの形態は、バリアフリーを前提とした一般住宅や一般集合住宅

に類するものも多い。

心身状態の変化に柔軟に対応できる強みがあり、看護・医療機能が

確保できれば最期まで生活が可能。

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

通常の集合住宅にサービス事業所を併設するタイプも



29

看護・医療機能を

どのように担保するのか

今後の介護サービス事業の基盤整備にあたっては、地域密着型サービスがベースになることは基本原則。ただし、事業所の整備を進めるう

えでは、サービス機能の複合化や、地域医療構想、生活支援体制整備、介護予防、地域づくりなどを念頭に、事業所に以下の機能を積極的

に求めるべき。

公募における条件付与の他、事業者選定における審査の配点によって事業所からの提案を引き出す。

事業所として

どのように地域づくりに関わるのか

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

今後は「最期は病院」を前提にした介護施設の運営は

期待できない。一定の範囲で看護・医療対応力をもつ

体制をどのように担保するか。最期の段階まで看取る

という方針を明示しているかが非常に重要。

介護保険三施設にはすでに受診対応可能な医療機関

の確保を義務付けているが、今後、GHや特定施設

（現状は努力義務）、将来的にはサ高住などに広がる

可能性もある。

自法人で完結する必要はなく、訪問看護STとの業務

提携なども含め「実効性のある（軽微な医療対応で救

急搬送を要請することがないように）」バックアップ体制

を提案してもらうことが重要。

地域づくりは、地域包括ケア文脈だけでなく、地域共生

社会（包括的な支援体制／重層的支援体制整備）の

文脈でも今後の重要テーマ。

地域密着型サービスについては、法令上も地域活動

への参加が義務付けられている。小多機などは生活

課題を抱える層へのアウトリーチ機能を発揮すること

も多い。

単に介護予防事業を受託するといった事業上の関わ

りではなく、包括ブランチ的な機能や孤立・孤独世帯へ

のアウトリーチなどの機能を持つような仕掛けを積極

的に評価すべき。
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【参考】サービスの質の向上に活用できる「条件付加」

地域密着型サービスの独自施策

ケアの質を向上するため他サービスとのバランスの
とれた整備を進めるため

趣旨 市町村は、地域密着型サービスの指定を行うにあたって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
また、都道府県が行う居宅サービス・介護予防サービスの指定について、市町村は事業計画との調整を図る見地から意見を提出することができ、都道府県は
それを勘案して、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる（平成30年度～）。

対象サービス

条
件
を
付
与
す
る
方
法
（
一
例
）

地域づくりを推進するため圏域毎の基盤整備を進
めるため

ケアに対する地域全体の
方針共有のため

①公募制が実施できるサービスの場合
（定期巡回・小多機・看多機）

条件付加の多様な活用方法

例:整備予定地域と事業
所数を定める

例:特定の研修を修了した
職員の配置を条件とする

例:他サービスとの併設を
条件とする

例:総合事業への協力を
条件とする

例:地域ケア会議への出席
を条件とする

【市町村が直接、条件を付加できる】地域密着型サービス ／
【都道府県に対し、条件付加を行うよう、意見提出ができる】居宅サービス・介護予防サービス

②公募制が実施できない地域密着型サービスの
場合 ③在宅サービスの場合（平成30年度～）

(市)事前相談・協議等

工事着手・開設準備

指定申請

指定

(市)公募要領公表

応募受付

審査、事業者の選定

予め条件を事業者に周知しておく

条件について事業者
に確認

「応募要件」もしくは
「審査項目」に条件
を設定しておく

「審査項目」に基づき
審査工事着手・開設準備

指定申請

指定
※指定権者：市町村 ※指定権者：市町村 ※指定権者：都道府県

(県)事前相談・協議等

工事着手・開設準備

指定申請

指定

市町村から県に対し意見を提出。
県は、その結果をふまえた条件を事業者に
周知しておく

条件について事業者
に確認

条件を付加
条件を付加

条件を付加

「高齢者の在宅生活を支えるための市区町村における独自施策についての調査研究事業」
（平成29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社



【参考】

今後の基盤整備の方向性
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出所）植木鉢の絵：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「地域包括ケアシステム構築に向けた制度及

びサービスのあり方に関する研究事業報告書」（地域包括ケア研究会）、平成27年度老人保健健康増

進等事業に、岩名が楕円および矢印、テキストボックスを加筆。

【専門職サービス】
通い・訪問・泊り機能／訪問介護・看護／

24時間の体制の複合化が連携コストを低減させる

【地域づくり機能】
地域交流スペースの併設、介護予防事業の委託、地

域づくり機能、生活支援Ｃ機能の一部を委託など

【住まいの合築】
サービス付き高齢者向け住宅／

住宅型有料老人ホームの併設など

【総合相談機能】
地域包括支援センターのブランチ、総合相談の対応／
さらに多分野相談対応も含むアウトリーチ機能の実装



33出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング、2040 年を見据えた地域包括ケアシステムの姿に関する調査研究事業
「利用者-地域つながり支援」における介護サービス事業所の関わりと行政・保険者の役割、令和元年度老人保健健
康増進等事業。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
（平成十八年厚生労働省令第三十四号）

第四章 小規模多機能型居宅介護
第一節 基本方針
第六十二条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護（以下「指定小
規模多機能型居宅介護」という。）の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサー
ビスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民と
の交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う
ことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができ
るようにするものでなければならない。

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）
第七十三条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することがで
きるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及
びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み
合わせることにより、妥当適切に行うものとする。
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事業所の
地域への
関わり

利用者
-地域
つながり支
援

地域活動
への参加

生活支援
サービス
提供

地域住民
の参加

地域
マネジメン
トの担い

手

利用者のそれまでの近所付き合いや交友関係を把握／利
用者が交友関係を維持するための支援／利用者への見守
りや生活上の支援を、利用者の近隣住民に依頼／利用者
宅の近所にある通いの場への参加支援／利用者が地域の
行事・イベント等に参加できるよう支援／子育て支援、障害
福祉、生活困窮等、他分野の関係機関と連携して、利用
者または家族を支援／弁護士、税理士、司法書士、行政
書士、不動産事業者等と協力して、利用者の居住支援や
財産管理・相続等を支援

地域交流スペースを設置して住民に開放／地域
住民向けの相談窓口を設置／町内会・自治会に、
事業所として加入／地域の行事・イベント等で何
らかの役割を担っている／地域活動・ボランティア活
動（福祉、防犯・防災、環境美化、文化活動
等）に参加／地域自治組織やまちづくり組織等に、
事務局または運営スタッフまたは協力事業所として
参加／病院・診療所との連携の仕組みづくり（医
療介護連携）に、事業所として参加

配食サービス／自費による家事援助サービス／有償ボランティア等の家事
援助サービスの事務局／移送サービス／カフェ等の飲食店、または有料
の通いの場等／農園等、高齢者が働く場所の運営

地域住民の出入りがあり、職員と交流または利
用者と交流／地域住民から、利用者または利
用者以外に関する相談や情報提供を受ける／
町内会役員等が、利用者に対し、見守りやゴミ
出し、買い物等の支援をしている／地域住民が、
利用者に対し、見守りやゴミ出し、買い物等を
支援／地域住民等が、事業所の防災訓練に
参加／運営推進会議等に町役員等が固定メ
ンバーとして参加／運営推進会議等に、生活
支援コーディネーターまたは認知症地域支援推
進員が固定メンバーとして参加

地域包括支援センターやその一部機能を運営
／職員が、生活支援コーディネーターや認知症
地域支援推進員等を担当／職員が、協議体
に固定メンバーとして参加／事業所内または近
隣に地域交流スペースを設置／（行政からの
依頼による）介護予防プログラムを実施／認知
症サポーター養成講座の開催、または認知症カ
フェの運営等、認知症に関する取組を実施

出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング、2040 年を見据えた地域包括ケアシステムの姿に関する調査研究事業
「利用者-地域つながり支援」における介護サービス事業所の関わりと行政・保険者の役割、令和元年度老人保健健
康増進等事業。
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「地域における介護事業所の多機能拠点化」

人口減少社会では、ニーズが細分化されやすく、大規模単一サービス事業所では、
地域生活を支えられない（従来型の広域指定の施設や事業所の限界）。したがっ
て、地域拠点は多機能化されることが重要。
住み慣れた地域を重視した「地域密着型サービス」を前提に基盤整備する以上、営
業エリアは小規模化することから、市街地においても多機能化は不可欠。
中山間地では、保険給付に限定した多機能拠点ではなく、民間企業や有償ボラン
ティアを含む複合的な資源の組み合わせで地域を支える必要がある。
多機能拠点化に不可欠な「地域密着型３サービス（定巡・小多機・看多機）」の整備促進は
保険者の悩みの種。事業者に向けた事業計画での保険者の整備方針の明確化と
「市町村独自施策」による促進策が必須。

資料）広島県 令和３年度 介護サービス基盤安定化に向けた市町支援事業業務「人口減少社会における介護サービス基盤の安定化に関するセミナー」人口減少社会における介護サービス基盤の地域
多機能拠点化（資料作成者＜受託事業者＞三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 共生・社会政策部長 主席研究員 岩名 礼介 研究員 窪田 裕幸／松井 望）
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資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

ひとつひとつの機能は小さめだけど、
全体としてのそれなりに
大きいから、経営が成り立つ。

ひとつひとつの機能は小さめだけど、
多機能だから心身状態が変わっても、
「きたおおじ」となじみのままでいられる。

図面）地域密着型総合ケアセンターきたおおじHPより



【参考】

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

が提供する各種ツール・ガイドブック
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本手引きは、新しい考え方や調査、進捗管理手法をお示しするもの
ではなく、主に既存の手引きや報告書の内容などについて、そのポイ
ントを整理するものです。

したがって、より詳細な内容を知りたい場合は、各所に出典となる手
引きや報告書等のリンクをお示ししていますので、そちらをご覧ください
（なお、本手引きでお示ししている各種リンクは、令和５年３月時点です）。

介護保険事業計画の作成を初めて担当する市町村職員であっても、
介護保険事業計画に関する法制度の概要や検討すべきポイント、
業務の進め方の大枠などを、本手引きを通じてご理解いただけるよう
にすることで、計画作成業務の負担軽減を図り、地域の課題解決に
向けたより実践的な検討の充実を支援することを企図しています。

マニュアルに埋もれそうな方は、まずこちらを！
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「介護保険事業計画策定の手引き」でも推奨されている実態把握の定番３調査がリバイズさ
れました。より回答しやすく、よりコンパクトに。

https://www.murc.jp/houkatsu_06_03/

自動集計ツールの利用方法のガイド

調査票の改善
設問の簡素化及び在宅介護実態調査との項目統合など
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総合事業の充実に向けたワークシート

令和６年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「介護予防・日

常生活支援総合事業における多様なサービス・活動の充実に向けた調査研究事業」

　※都道府県、市町村名を選択してください。

広島県 広島市

　
2020年広島県広島市2025年広島県広島市2030年広島県広島市2035年広島県広島市2040年広島県広島市2045年広島県広島市2050年広島県広島市

【推計値】 人口 （人）

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

総人口 1,200,754 1,183,031 1,163,450 1,139,671 1,111,468 1,080,147 1,047,223

生産年齢人口 733,066 718,223 702,156 670,149 619,010 583,924 559,442

65～74歳人口 153,591 129,609 127,570 141,969 165,269 163,030 137,938

75歳以上人口 154,995 190,111 201,210 200,732 201,481 209,989 231,938

85歳以上人口 48,592 58,543 72,189 91,186 92,394 87,753 88,813

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（R５年推計）」

92,148 113,235 139,714 145,379 141,554 141,205 150,476
【推計値】 人口（2020年を100とした場合）

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

総人口 100 99 97 95 93 90 87

生産年齢人口 100 98 96 91 84 80 76

65～74歳人口 100 84 83 92 108 106 90

75歳以上人口 100 123 130 130 130 135 150

85歳以上人口 100 120 149 188 190 181 183

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（R５年推計）」

※網掛けは、2020年以降のピーク時 0.9959 0.9955
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【推計値】 人口（2020年を100とした場合）

各種サービスの利用実人数（訪問型）（人）従前相当 サービスA サービスB サービスC サービスD その他 合計

306,918 83,928 14,233 3,286 2,257 235 410,857

8,865 1,351 52 69 0 0 10,337

3,325 778 38 22 0 0 4,163

従前相当 サービスA サービスB サービスD その他

全国 75.3% 20.6% 3.5% 0.6% 0.1%
広島県 86.3% 13.2% 0.5% 0.0% 0.0%
広島市 80.3% 18.8% 0.9% 0.0% 0.0%

従前相当 サービスA サービスB サービスC サービスD その他

全国 74.7% 20.4% 3.5% 0.8% 0.5% 0.1%
広島県 85.8% 13.1% 0.5% 0.7% 0.0% 0.0%
広島市 79.9% 18.7% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0%

各種サービスの利用実人数（通所型）（人）従前相当 サービスA サービスB サービスC その他 合計 合計（C除外）
579,360 104,122 37,355 16,378 389 737,604 721,226
15,918 2,432 1,486 261 0 20,097 19,836
5,995 1,658 0 16 0 7,669 7,653

従前相当 サービスA サービスB その他

全国 80.3% 14.4% 5.2% 2.3%
広島県 80.2% 12.3% 7.5% 1.3%
広島市 78.3% 21.7% 0.0% 0.2%

従前相当 サービスA サービスB サービスC その他

全国 78.5% 14.1% 5.1% 2.2% 0.1%
広島県 79.2% 12.1% 7.4% 1.3% 0.0%
広島市 78.2% 21.6% 0.0% 0.2% 0.0%
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軽度者支援に向けた総合事業・整備事業を評価するた
めのデータを簡単にグラフ化するためのツール
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包括的な支援体制の整備における「地域づくり」ってよくわからないという
福祉行政職に向けたガイドブック ～「気にかけ力」を育む地域への働きかけ

本ガイドブックは、令和６年度厚生労働省生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（社会福祉推進事業）を活用し実施した「地域共生社会の実現に
向けた分野横断的な地域づくりの手法に関する調査研究」において作成した報告書を普及版として再編集したものになります。元の報告書については、
報告書タイトルで検索いただくか、https://www.murc.jp/library/survey_research_report/koukai_250428_02/ をご確認ください。

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「地域包括ケア」ポータルサイト
「重層的支援体制整備事業、包括的な支援体制」をご覧ください。

https://www.murc.jp/houkatsu_09/

多くの行政部署が「地域づくり」に取り組む中で、
福祉行政が地域づくりに取り組む意味があるとすれば、
どこに意味を見出せるのか？
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https://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_09.html

シリーズ第３弾：「包括的な支援体制の整備が市町村
の努力義務になっているなんて知らなかったという人への
ガイドブック」をリリースしました。
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【報告書】人口減少社会に対応した福祉人材の養成・確保と地域の多様な人材の活用（普及版）

本ガイドブックは、令和６年度 厚生労働省生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業による「人口減少社会に対応した福祉人材の
養成・確保や地域の多様な人材の活用に関する調査研究事業【報告書】」を普及版として再編集したものになります。元の報告書については、報告書タ
イトルで検索いただくか、https://www.murc.jp/library/survey_research_report/koukai_250428_02/ をご確認ください。

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「地域包括ケア」ポータルサイト
「介護人材/外国人介護人材」をご覧ください。

◆報告書目次◆

第 1 章 福祉人材の確保等の現状

生産年齢人口と高齢者人口／労働力
人口／就業者数の推移／福祉人材の
状況／現状と課題のまとめ

第 2 章 人口減少地域における福祉人
材の確保のための取組
１ 人材の確保のための取組の類型化
2 福祉事業所における専門職の確保
人材を増やす／人材の定着／効率化
３ 福祉分野以外からの人材確保

福祉事業所の取組／福祉事業所以外
の地域団体等が主体となった取組
４ 適切なマネジメントを担う人材の育成

第 3 章 事例集
社会福祉法人ゆうゆう（北海道当別町）
とくのしま伊仙まちづくり協同組合（鹿児島県伊仙町）
高知県梼原町／梼原町複合福祉施設
北海道東川町／北工学園旭川福祉専門学校
／東川町立東川日本語学校
栗山町立北海道介護福祉学校（北海道栗山町）
阿蘇福祉ネットワーク（アソウェル）
事務局：社会福祉法人岳寿会（熊本県高森町）
株式会社あきた創生マネジメント（秋田県能代市）
社会福祉法人芦別慈恵園（北海道芦別市）
特定非営利活動法人ふくふくの会（愛媛県上島町）
釶打ふるさとづくり協議会（石川県七尾市）

【参考資料】 福祉人材の確保に関する総務省施策
① 事業承継等人材マッチング支援事業（※令和７年度より）
② 地域活性化起業人
③ 地域おこし協力隊
④ 特定地域づくり事業協同組合
⑤ 集落支援員制度

https://www.murc.jp/houkatsu_07/
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https://www.murc.jp/houkatsu_02/

総合事業を改めて見直すためのガイドブックです。総合
事業の評価のあり方についても試案を提示しています。

ハイリスク・
アプローチ

利用者の
選択肢の幅

ポピュレーション・
アプローチ

■社会参加率

■通いの場における

75+等参加率

■参加者の一定期間後
の状態変化

■調整済み軽度

認定率

■初回認定者の

平均年齢

■軽度者の在宅

継続数または

率（在宅生活

改善調査）■要支援者等ケアプラ
ンにおける「従前相当
サービス」を含む割合

３つのアプローチ

■出前講座等に出席した
住民の数
■通いの場や参加者の
数／等

■想定対象者に占める
実際の参加者数

■参加者の参加前後の
状態変化

■従前相当サービス以
外のサービス・活動の
種類・数／等

■出前講座・説明会の開催数
■通いの場の数
■体力測定会の開催数
■広報活動の回数 ／等

■短期集中予防サービスの
開催回数、委託先の数、
参加者数 ／等

■選択肢増のための取組実
績（協議体開催回数等）

■生活支援Coの支援先打ち
合わせ回数／等

初期アウトカム 中間アウトカム 最終アウトカムアウトプット
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本手引きは、介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）・道路運送法などの関連制度のポイン
トや、総合事業に基づく移動支援・送迎の推進に向け
た考え方、各地域の事例などについて整理しています。
令和元年度に作成した同手引きについて、令和２年
度・４年度、５年度の調査研究事業の成果を踏まえ
た改訂を行いました。

https://www.murc.jp/houkatsu_08/
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【ご参考】地域包括ケアシステムに関する各種資料はこちらからご覧いただけます

地域包括 三菱UFJ 検 索 https://www.murc.jp/houkatsu/

各種報告書や研究報告書の
動画解説など様々な素材を
提供しています。

出典明記で研修資料、行政資料等に自由にご活用いただけます。
出所表示例）
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「地域包括ケアシステムの構築に資す
る新しい介護予防・日常生活支援総合事業等の推進のための総合的な市町村
職員に対する研修プログラムの開発及び普及に関する調査研究事業 報告書」
（平成28年度 厚生労働省老人保健事業推進費等補助金）
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【ご参考】「新版 地域包括ケアサクセスガイド」

地域包括ケアの基本と最新事情がわかる！

高齢化がピークに達し85歳以上人口が1000万人を超える2040
年に向け、新たなフェーズに入った地域包括ケアを解説・展望。植
木鉢の図が何を意味し、何を目指しているかが120％わかる。確
実な未来への解がここにある！

監修：埼玉県立大学理事長・日本地域包括ケア学会理事長 田中 滋
編著：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング主席研究員 岩名 礼介

発行：メディカ出版
価格：2,000円（＋税）
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主要実績
■地域包括ケア研究会（座長：田中滋慶応義塾大学大学院

名誉教授）事務局統括（H22-28）
■要介護認定適正化事業認定適正化専門員（H19-H29）
■広島県、武蔵野市、横浜市、川崎市など、地域包括ケアシス

テムの先進地域においてコンサルティング業務に従事。

■田中滋慶応義塾大学名誉教授発案の「地域包括ケアシステ
ムの植木鉢」のデザイン化を担当。

■近著に、「新版 地域包括ケアサクセスガイド」（田中滋監修・
岩名礼介編著）

岩名 礼介
政策研究事業本部（東京）
社会政策部
主席研究員

専門分野
地域包括ケアシステムの構築支援（自治体支援）
地域福祉・地域共生社会

兼務
中央大学大学院戦略経営研究科 客員教授

委員会委員（令和4年度）
• 「地域密着型サービス在り方委員会」委員（一般社団法人全国介護事業者連盟）
• 「認知症バリアフリー宣言・認証検討委員会」委員（日本認知症官民協議会）
• 「地域包括ケアシステム構築の加速化に向けた推進基盤に関する調査研究事業」委員

（医療経済研究機構）※アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラムの開発メン
バー・メンターを兼務

• 「地域包括ケアシステムの構築に向けた取組状況の評価指標に関する調査研究事業」
委員（日本総研[老健補助金]）

• 「介護保険制度の実施状況に係る全体像把握のためのツールを活用した保険者の地
域マネジメント強化に資する調査研究事業」委員（医療経済研究機構）



【近畿厚生局】 令和７年度近畿ブロック地域包括ケア推進セミナー

＜講義２＞

総合事業の改正は行政に何を求めているか？

～大きく土俵が変わった生活支援体制整備

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

主席研究員 岩名 礼介



実施概要からはわかりにくい
本当に目指すべき方向は？
～「総合事業サービスづくり」という呪縛からの解放
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総合事業の「フルモデルチェンジ」

今回の総合事業の改正は、従前相当サービスを減らし、多様なサービスへ
のシフトを加速化させる意図がみられる。その具体的な特徴として、３つの
具体的な施策を改正の中に見出すことができる。

選択肢を増やすための
機能分化による地域との融合

加速化する「従前相当」から
「多様なサービス・活動」へのシフト
加速化する「従前相当」から

「多様なサービス・活動」へのシフト

地域包括支援センターにおける
「包括的支援化」に向けた方向性

（厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論
の中間整理」令和6年12月7日における表現）

1

3

2

従前相当サービスの想定対象者の（これまで以上の）限定的定義

要介護移行時の弾力化対象をA型サービスにも拡大

「多様なサービス・活動」が増えないとケアプランの任意化が進まない仕掛け

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「岩名礼介講演資料」

高齢者の視点からみて「選択肢」が増えることが重要なゴール。そのために
「総合化されたサービス」である従前相当サービスの機能を分解。その担
い手を、一般的な地域市場に解放する方向性。

地域包括支援センターの本来の重要な役割は、ケアプランという紙を書く
ことではない。地域包括支援センターの多くの職員が本来取り組むべきと
考える「人と向き合う時間」への評価は、大きな意味を持っている。

1

3

2

提供主体別の類型（A/B）の廃止と支援方式による主体を問わない類型（新A/B）

「従前相当サービス」＝「総合的なサービス」と定義 ⇔ 「多様なサービス・活動」＝「機能分化したサービス」

従来より民間企業の参画は志向されてきたが、より強化の方向。より参入しやすい方向に。

1

3

2

多様なサービス・活動に移行することによる「ケアマネジメントB/C」の活用

包括における「地域や人と向き合う」業務が評価される形に。

地域包括支援センターが既存の報酬で、これまで以上の力（≒包括的な支援体制）を発揮するための改革
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私たちが考えるべき領域はどこか？：従前相当の代替か、それとも全く違うもの？

出典：沖縄県 「令和6年度 万国津梁会議 超高齢社会に対応する公共私の連携に関する提言書（概要版）」

個々の生活者のデマンド＜生活支援・社会参加・介護予防・余暇等＞

旅行への付き添いサービス

ｃ

総合事業で提供される
生活支援・社会参加・介護予防

安否確認機能付き電球

季節ごとの水回り大掃除

原則として
専門職が関わる

領域

身体介護

機能分化させることで他分野でも提
供可能な領域／介護保険サービスと
の代替性のあるサービス活動領域

個々の高齢者の需要
に応じて提供される
サービス。種類や内
容は極めて多様。

スーパーマーケットによる
要支援者への買い物支援

飲食店による要支援者への
通所型サービス

：市場だけで成り立つサービス／元気高齢者の利用／嗜好性の高いサービス・活動

：行政の支援がないと提供が難しいサービス・活動／要支援認定者等を対象／普遍的なニーズがあるサービス・活動：行政の支援がないと提供が難しいサービス・活動／要支援認定者等を対象／普遍的なニーズがあるサービス・活動



4/●
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【全体のコンセプト】 高齢者の視点に立った地域での生活の「連続性」の重視

中央部の図版：厚生労働省「令和６年度地域支援事業実施要綱等改正の概要」枠線

及び欄外解説を加筆。

高齢者の元々の生活をベースに全体を考える。

元気なうちは、普通のお店でサービスを買って
生活していたものが、フレイルになった途端に、
専門職領域での生活になってしまう違和感。

要支援者が要介護になった途端に保険給付にな
る断絶も回避。

できる限り生活との継続性を維持（もちろん専門
職の技術と支援が必要！）。そのためにも弾力化
の拡張は重要な意味を持つ。

普通の地域資源を活用していた生活が要支援になった途端に
「専門職」が支える生活に変化するのはなぜ？？？

断絶

断絶

弾力化のさらなる拡張が必要

断絶

専門職or民間企業になってし
まっている（従前or自費）

３
つ
の
断
絶

総合事業の世界では、従前相当（専
門職）か民間企業（自費）の二者択
一になっており総合事業と地域産
業が断絶している。

1 32元気からフレイルの断絶 地域と制度の断絶 要支援から要介護への断絶

元気だった時に使っていたサービスの継
続利用を目指す。①使い続ける、②使い
続けやすいようにサービス側も工夫する
（生活支援Coの知恵が生かされる）※総
合事業に組み込むことは前提では「ない」

弾力化の拡張によって、C型以外のすべての
サービスは要介護状態になっても継続的に
利用ができる状態になる。（弾力化の拡張）

３
つ
の
連
続
性

要支援・事業対象者への支援を福祉業界
で背負い込まない。住民主体だけでなく、
民間企業も含めた多様な主体による。福
祉の世界の外にも資源はある。

1 32普通のサービスが続く 福祉業界で背負わない 要介護でも使い続けられる



沖縄県令和6年度 超高齢社会に対応する公共私の連携に関する万国津梁会議

公共私連携の目指すべきゴールは、すべての高齢者にとって、従来の「介護」や「生活支援」の枠を超えた、
多様な選択があり、高齢者に寄り添ったサービスを提供し日常の生活をできる限り続けることができる「高齢者
フレンドリーなまちづくり」であるべき

超高齢社会における公共私の連携が目指すべきゴール

令和6年度 万国津梁会議 超高齢社会に対応する公共私の連携に関する提言書（概要版）

増えつづける後期高齢者

全国的に2040年にはピークを
迎える後期高齢者の増加
沖縄では2050年に2020年の1.8
倍となるもピークはさらに先

減少する生産年齢人口 乏しいサービスの選択肢 沖縄における市場の高齢化

沖縄では2050年に2020年比で
2割減となる見込み
すでに介護業界は深刻な人材
不足

沖縄では在宅生活を支える訪
問サービスが全国比で少ない
生活支援の担い手も専門職が
中心で選択肢が少ない

沖縄では今後急速かつ長期に
わたり高齢化が進むことから、
あらゆる産業分野で高齢化対
応が必要

沖縄県特有の長期にわたる高齢化に対応するには、従来の手法や枠組み、制度を超えた公共私の連携が必要

専門職だけで支えることの限界 日常の経済生活から離れていく
高齢消費者

生活を支援するサービスの
選択肢が少ない

余暇・スポーツ

居住確保支援

防災・防犯・
セキュリティ

食事・買い物事務手続き代行

IoTによる見守り

家事代行
旅行

エンターテイメント

eスポーツ

スーパー・小売業

高齢者介護・生活支援のイメージに限定しない幅広いサービス

中長期的には
すべての生活者に
優しいまちづくりへ

産業・地域経済の
活性化にも貢献

いま使っているサービスを
高齢になっても
継続利用できる
ための工夫

＝「高齢者フレンドリー」
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「基準緩和」から「機能分化」へ

代
替
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
は
委
託
・
補
助
な
ど
の
支
援
あ
り

（
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
）

民間の温浴施設／銭湯

デイサービス：7時間のサービス

訪問型（ホームヘルプ）

レクリエーション

入 浴

食 事

リハビリテーション

コミュニケーション

入 浴

食 事

短時間リハ（2時間）

コミュニケーション

レクリエーション

掃 除

調 理

洗 濯

介護予防・日常生活支援総合事業
における従前相当サービス

買い物

調 理

洗 濯

掃 除

買い物

各サービスの機能を分解し
個別に切り出し（例示）

住民グループ飲食業者等

リハビリ事業者／健康関連事業

住民活動・飲食店

住民活動・各種遊興施設

スーパー・移動販売

派遣調理師／小売業

ラウンドリーサービス業

清掃専門業者

民間企業・地域団体・住民団体

デイの送迎時にスーパー立ち寄り

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「岩名礼介講演資料」
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今回の改正でとても大切なポイント（私見）

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「岩名礼介講演資料」

今後の需要の増加と人材の制約から、要支援者への専門職による生活支援サービス提供はほと

んど持続可能性がない。専門職以外からのサービス提供体制の構築は急務。

その際に、「要支援者向けの総合事業のサービスをどのように作るか、どのように民間企業にやっ

てもらうか」という発想は危険な考え方。

「民間企業を介護サービス業界の土俵に上げる」という発想から脱却する必要がある。介護保険

サービス（従前相当サービス）の簡素版を、民間企業に委託するという発想では、民間企業は動か

ない。

逆に、「介護行政側が、民間企業の土俵にお邪魔する」という発想で取り組む。つまり、介護保険の

枠組にとらわれない民間企業の自由な取り組みを前提に、そのサービスを要支援者等が利用する

場合に必要な追加的なサポート部分を行政が工夫して支援する（例えば総合事業での補助など）という発想

にたつ。

例えばスポーツジムの月額会費は通常通り利用者に支払ってもらうが、要支援者に特有のケア

ニーズへの対応部分の人件費のみ総合事業の対象にするといった工夫も可能。

民間企業のサービスの「高齢者フレンドリー化」を進める視点が重要。



「なんでもあり」にみえる

総合事業の落とし穴
～適切な上限管理に向けて
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介護予防・日常生活支援総合事業に要する額の上限（基本的な考え方）
（介護保険法施行令第37条の13）

○ 総合事業については、75歳以上高齢者人口の伸び率等を勘案し、介護保険法施行令第37条の13第４項に定める額（原則の上限額）の範囲内で
実施することとされている。

○ ただし、厚生労働大臣が定める事由により原則の上限額を超える場合は、個別協議を行うことにより例外的に上限額を引き上げることが認められている。

原則の上限額について

○ 総合事業の上限額は次のイ又はロのいずれか高い額とする。（第４項第１号）

総合事業移行前年度の以下の額（ａ）

介護予防支援

介護予防通所介護

介護予防訪問介護 75歳以上
高齢者数
の伸び率

当該年度の
介護予防支援

の額

介護
予防
事業

総合事業移行前年度の以下の額（ｂ）

75歳以上
高齢者数
の伸び率

当該年度の
予防給付(全体)

の額

介護
予防
事業

上
限
額

上
限
額

イ

ロ

平成27～29年度に特定事情市町村と認められた市町村の特例（第４項第２号）
平成27～29年度 ａ・ｂの額に調整率（最大10%）を乗じて得た額とする
平成30年度以降 ａ・ｂの額を平成29年度の総合事業の実績額とする

個別協議について（同条第５項）
○ 厚生労働大臣が定める事由に該当する場合、一定の範囲内で認める事由ごとの額を原則の上限額に加算する。

介護予防支援

介護予防訪問介護
予
防
給
付

介護予防通所介護

出典：厚生労働省 地域支援事業関連資料
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事由４：人口が１万人未満の小規模市町村
事由５：離島等にあり高齢者１人当たり事業費額が１万円未満の市町村

当該年度の前年度の10月１日における人口
が１万人未満の市町村による地域の人材や社
会資源の活用を図るための必要な措置の実施

上限額告示
第４号事由４

上限超過額取扱通知４承認額
事前協議
（（４）１を参照）

協議時点
（手引きとの対応）

離島等の市町村による総合事業に要する費
用の低減に資すると見込まれる事業の実施
※当該年度の高齢者１人当たり総合事業費額が１万
円未満である場合に限る。

上限額告示
第５号

上限額通知
１(１)

事由５

上限超過額取扱通知５承認額
事前協議
（（４）２を参照）

協議時点
（手引きとの対応）

事
業
費
の
額

承認額

原
則
の
上
限
額

事由４に適合する市町村

前年10月１日の人口が１万人未満

事由５に適合する市町村
次のいずれにも該当する市町村
a.以下の計算式が成り立つ

b.当該市町村の区域内に、次のいずれかの地域を含む
・ 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の
地域の基準（平成11年厚生省告示第99号）に定める地域
・ 人口密度が希薄であること若しくは交通が不便であること等の理由により総合事
業の実施が困難であると認められる地域

＜１万円
当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額

前年10月1日の65歳以上人口

前年度の承認額によらず、
毎年度、上限超過超過額を承認

承認額については事由４のケースと同様の考え方と同様
（前年度の承認額によらず毎年度上限超過額を承認）

12出典：厚生労働省 地域支援事業関連資料



13 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

上限額管理の意味と留意点

上限額を超えた際の取扱いについては、特別な事情がある場合について個別協議にも
とづき交付金の措置が取られるとされてきた。

上限額については、これまでも設定されてきたルールであり、大幅な変更はない。

今回の運用の見直しは、これまでガイドラインに記載されてきた個別協議の条件を、政
令・告示により明確化したものとされている。

法令上、上限額超過時の条件が明確化されたことにより、今後は、厳格な運用となる可
能性もある。

【コンサルタントとしての経験から留意すべきと考えるポイント】

上限額の推移や実績との関係について十分な注意が払われていない保険者がみられる。

総合事業も約１０年が経過して、ルーティン化しており、交付のための申請事務等も、前任者
のやり方をなぞるような形で処理されていることが多い（細かなことは、着任したてでよくわ
からないが、前任者の方が理解しているはずだから、間違っているわけがないという思いこ
み）。

今一度、各保険者における上限額の状況について把握するとともに、実績額を精査し、費用
面での課題を整理することを強くお勧めしたい。

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「岩名礼介講演資料」

本資料における、上限額の今後の運用のあり方についての見解は、あくまでも演者自
身の解釈によるものであり、厚生労働省や都道府県行政の見解ではない点にご留意
ください。
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あなたのまちの上限額チェックリスト

総合事業の生活支援・介護予防サービスの提供にあたっては、総合事業開始前年度の総合事業該当部分の費用総額に、75歳以上人口の伸び率
を乗じた額を「原則の上限」（その他、選択可能な上限額などがある）としているところ。
上限額を超過した場合は、厚生労働省との個別協議となるが、協議が成立しない場合は、その超過額を、各保険者で「全額」負担することになる。
この場合、国からの交付額が措置されないため、市町村の実質負担額は、交付金が措置された場合の8倍相当となることに留意。
各保険者は、毎年度、都道府県-地方厚生局を通じて国に交付申請のための事前協議資料等を提出している。このワークシートに誤った数値を入
力すると、正確な上限額が算定されないため十分に注意が必要。なお、個別協議については、災害要件など以外については、事前申請時に事由を
明確化する必要があるため、事前協議段階での精査が重要。

1 3

2

毎年度、上限額が大きく上下している。または
後期高齢者が減少していないのに上限額が漸減

最終確定時の上限額が「原則の上限額」ではなく
「選択可能な上限額」になっている

総合事業開始翌年度の事業実績額が、原則の上限額よりも
大幅に低い

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「岩名礼介講演資料」

4 ほとんどのサービスが従前相当サービスのままであるに
も関わらず、実績額が上限額を大幅に下回っている

上限額は、75歳以上人口の変動率に比例して設定されます。
ただし、計算は、過去３年の平均を用いますので、急激に上限額
が変動する場合は、要注意です。どこかに計算間違いがあるかも
しれません。

「選択可能な上限額」は、予防給付（介護予防訪問看護など）に大き
な変更が生じている場合に、ワークシート上、自動的に選択されるこ
とがあります。
一般的には原則の上限額の方が高い場合が多く、選択可能な上限額
が選ばれている場合は、原則の上限額の計算に誤りがある場合もあ
りますので、確認してみてください。

上限額は、総合事業開始年度の前年度実績をスタート地点として計算します。
総合事業開始時に特例の上限額引き上げ措置などもあったものの、開始翌年
度の上限額が前年度実績額より10％を超えて高い場合は、事業開始初年度の
上限額を再確認。
最初の上限額に誤りがあると、その後、その誤りを継承している場合がありま
す。

あくまで一般論ですが、総合事業開始以来、従前相当サービスのみで運営して
きた地域の場合、実績費用額は、おおむね上限額の変化に沿った形で推移しま
す。多様なサービスの展開が行われていない状態で、実績費用額が上限額を
大幅に下回っている場合は、計算の、ミスなどがないか、確認しましょう。
ただし、過疎地域などでサービス事業所が人材不足などによって減少している
地域はこの限りではありませんが、これは逆にいえば、ニーズへの対応が不十
分ということになりますので、いずれにせよ確認が必要です。

あくまで、上限額を再確認するための気づきを促すものであり、以下に該当しても問
題がない場合もあれば、該当しなくても問題がある場合がある点にご留意ください。
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自由なだけに「マネジメント」能力が高度に求められる

今般の改正により、総合事業のサービスデザインには、大きな自由度が与えられたといえる。地域資源が限られて
いる地方・中山間地域にとっては、様々な主体と柔軟に協働できる条件が整備されたといえるだろう。
一方で、民間のサービスに対して「割引券」を発行するようなデザインも理論的には可能になるため、自立支援の
理念とはかけ離れた利用が生じる懸念も。したがって、入口段階でのアセスメントが非常に重要となる。
いうまでもなく、最終的には、上限額の中で適切なサービス提供を行っていくという意味で、サービス提供量のマ
ネジメントも極めて重要になる。

どの主体（誰）に対して、どの程度の補助・委託を行ってサービス・活動を開発し、誰にサービス・活動
をつなぐか（ケアマネジメント／アセスメント）という点が、これまで以上に重要になる。

柔軟な提供者支援が可能

サービス提供者の拡大可能性

上限額の管理の徹底

どうバランスをとるのか？

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「岩名礼介講演資料」
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出典）厚生労働省資料にMURCが加筆

原則の上限額

選択可能な上限額

• 「原則の上限額」の計算における「介護予防支援」の定義を誤認すると、上限額の計算を誤る

• 過剰に上限額を入力すると、上限額は実際以上に低く計算される。また、「総合事業移行前年度」の

「介護予防支援」の額を同じように誤入力すると上限額が実際以上に高く設定されてしまう。

• 「介護予防支援」だけでなく、「介護予防サー
ビス費」「地域密着型介護予防サービス費」も

含めて差し引く誤りに要注意

• 「介護予防支援」だけでなく、「介護予
防給付費」を含めるなどの誤入力に

要注意



自分のまちの立ち位置を知る
～総合事業の充実に向けたワークシートの活用

本セクションは 令和６年度 老人保健事業推進費等補助金

老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業における多様
なサービス・活動の充実に向けた調査研究事業」の内容をもとに作成している。
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本ワークシート（以下、WS）は、各市町村において総合事業の充実に向けた検討を目的に作成。WSは、令和６年８月５日

の地域支援事業実施要綱で示された評価の視点や指標の例に準拠。

総合事業の取組が十分に進んでいない市町村においては、①今後直面するであろう課題について、十分に認識されて

いない、②その課題に対し、総合事業が意図する目的が十部に理解されていない、③総合事業の目的に沿った評価指標

を明確化できていない、といった問題・課題を抱えていることが想定されます。

WSは、その分析を通じて、①～③についての理解を深めながら、関係者間での議論を通じて各地域で必要な取組を検

討していただくためにご活用いただくことを想定しています。
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中項目

１.１ 人口

１.２ 要介護認定者数

４ 財政の視点 ４.１ 支出額の水準

４.２ 制約条件の中における持続可能性

４.３ 訪問型・通所型サービス・活動の事業費の推移

4.4 単価

５.１ 従前相当サービスが位置づけられたプランの割合等（高齢者の選択肢の拡大）

５.２ 社会参加率（ポピュレーション・アプローチ）

５.３ 多様なサービス・活動等への参加率・継続参加率（ポピュレーション・アプローチ）

５.４ ハイリスク者の継続参加率・一定期間後の生活状況等（ハイリスク・アプローチ）

５.５ 初回認定者の平均年齢・調整済軽度認定率・自宅等から居場所を変更した介護サービス利用者（要支援１～要介護

２）の割合・人数（最終アウトカム）

５ アウトカム指標

６ 第11期計画に向けた事業費（令和12年度）シミュレーションシート

大項目

１ 基礎情報

評価のための

前提となる考

え方

２ 高齢者の視点（選択肢の拡大）

３ 人材の視点

前半のデータ項目の多くは、市町村名を選択することで自動表示。

4.2については、県・国に毎年提出している「地域支援事業交付金事業実績報告書」等のエクセルファイルを読み込むことで自動表示。

5.2については、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査のローデータをエクセルに貼り付けることで自動集計し結果をグラフ表示。
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今後の地域包括ケアを考える上で、高齢化率そのものは大きな意味を持たない。需要の変化に大きな影響を与えるのは、85歳以上人口の動
向（初回の要介護認定者の平均年齢はおおむね80歳台前半）。後期高齢者以上に85歳以上人口に着眼する。

　※都道府県、市町村名を選択してください。

大阪府 高槻市

　
2020年大阪府高槻市2025年大阪府高槻市2030年大阪府高槻市2035年大阪府高槻市2040年大阪府高槻市2045年大阪府高槻市2050年大阪府高槻市

【推計値】 人口 （人）

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

総人口 352,698 347,255 338,827 329,282 319,294 309,672 300,685

生産年齢人口 205,154 204,544 199,208 188,275 172,834 163,423 157,533

65～74歳人口 47,797 37,329 36,634 43,103 50,695 48,467 39,869

75歳以上人口 56,646 66,496 66,811 62,969 61,078 63,959 71,182

85歳以上人口 15,787 20,967 26,660 31,244 29,418 26,237 26,478

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（R５年推計）」

32,780 41,575 48,530 47,376 43,279 42,194 46,143
【推計値】 人口（2020年を100とした場合）

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

総人口 100 98 96 93 91 88 85

生産年齢人口 100 100 97 92 84 80 77

65～74歳人口 100 78 77 90 106 101 83

75歳以上人口 100 117 118 111 108 113 126

85歳以上人口 100 133 169 198 186 166 168

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（R５年推計）」

※網掛けは、2020年以降のピーク時 0.9994 0.9947

１．基礎情報

1-1．人口

100 100 97
92

84
80 77

100

117 118
111

108
113

126

100

133

169

198

186

166 168
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50

100
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200

250

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

生産年齢人口

75歳以上人口

85歳以上人口

【推計値】 人口（2020年を100とした場合）
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4.3%

17.5%

59.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

65歳以上75歳未満 75歳以上85歳未満 85歳以上

※参考 年齢別の要介護認定率

4.3％
17.5％

59.1％

年齢別の要介護認定率

出典）厚生労働省；介護保険事業状況報告月報（暫定版），令和6年3月末時点
※年齢別の要介護（要支援）認定者数÷当該年齢の第１号被保険者数にて算出
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631 717 796 861 893 897 923
549 625 692 725 724 733 77035 40 44 47 48 48 50

2,065 2,384 2,715 2,984 3,101 3,093 3,183

2,132
2,460

2,791
3,105

3,305 3,294 3,349

3,000

2,000

1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

令和２年度

（2020年）

※実績値

令和７年度

（2025年）

令和12年度

（2030年）

令和1７年度

（2035年)

令和22年度

（2040年)

令和2７年度

（2045年)

令和32年度

（2050年)

要介護３～５

要介護１～２

事業対象者

要支援１

要支援２

【推計値】 要介護認定者数

（人）
現状であっても介護人材の不足が課題となっている中、
今後も要支援者等にサービスを提供できる専門職はいるか？

※青枠は、R2の要支援・要介護者数（＝サービス提供量）をスライドさせたもの

軽度者へのサービス提供を人材の面から検討する場合、単に要支援を視野に議論するのではなく、要介護者全体をとらえて議論する必要が

ある。今後、要支援者の大多数へのサービス提供を、専門職で対応するのは、人材の点でもほとんどの市町村において不可能と思われる。

資料）令和６年度 老人保健事業推進費等補助金
老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業における多
様なサービス・活動の充実に向けた調査研究事業」
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需要の増加にあわせて、従前相当サービ

スの利用者数が増加するような見込みは、

現実には不可能と思われる。

仮に、専門職が軽度者のケアにこのまま

従事した場合は、中度以上の要介護者の

ケアに大きな支障が生じることになる。

したがって、人材の視点からは、全体の従

前相当のほとんどが専門職だけでは維持

できないことを前提に、既存の従前相当利

用者分に加え、増加分を、介護専門職以

外でカバーする方策の検討が不可欠。

このセクションは、具体的な人材推計は

行っていないが、増加する需要に、すでに

頭打ちとされる既存人材でどう向き合うの

かを検討することがポイント。 100
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在宅で生活する要介護者の増加や
生産年齢人口の減少などを背景に、
専門職の確保が困難になる中で、
今後も過去のトレンドに従って
従前相当サービスの利用者数を
増やしていくことは本当に可能か？

在宅で生活する要介護者の増加や
生産年齢人口の減少などを背景に、
従前相当サービスの提供可能量は
大幅に減少するのではないか？

従前相当サービスの提供可能量
が減少する中、増加するニーズに
どのように対応するか？
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人口減少下で起こりうること

出典）国土交通省資料
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主な事業の存在可能性

存在確率80％の
市町村人口規模

存在確率50％の
市町村人口規模

事業名事業の種類

62,500人47,500人総合スーパー小売

3,800人2,200人コンビニエンスストア

-600人飲食料品小売業

6,500人1,400人喫茶店宿泊・飲食サービス

3,800人600人酒場、ビヤホール

1,000人600人飲食店

-600人旅館、ホテル

52,500人32,500人フィットネスクラブ生活関連サービス

37,500人17,500人カラオケボックス業

9,500人6,500人葬儀業

1,400人600人理容業

-200人公的集会施設

62,500人27,500人有料老人ホーム医療・福祉

22,500人6,500人訪問介護事業

4,500人1,800人一般診療所

7,500人1,000人通所・短期入所介護事業

出典）前ページの国土交通省資料より三菱UFJリサーチ＆コンサルティングが作成
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需要の拡大と供給の制約が高まることを踏まえる

と（前頁参照）、従前相当サービスについては、訪

問型・通所型の双方において、専門職では持続可

能性がほとんどない（中度以上を支えることがで

きなくなる）

このため、今後は従前相当サービスを総合事業に

おける多様なサービスに転換するか、民間自費

サービス等に転換していく必要もある。

右グラフの色付きの部分を増やしていくことを目指

す。

なお、A型やB型に転換する場合も、介護サービス
事業所が担い手となっていれば人材制約の問題

の解消にはつながらないことから、いかに介護業

界以外のビジネスセクターを組み合わせるかがポ

イント。（したがって色付き部分が増えても、問わ

れるのは、その担い手が誰であるか）

各種サービスの利用実人数（訪問型）（人）従前相当 サービスA サービスB サービスC サービスD その他 合計

306,918 83,928 14,233 3,286 2,257 235 410,857

8,865 1,351 52 69 0 0 10,337

3,325 778 38 22 0 0 4,163

従前相当 サービスA サービスB サービスD その他

全国 75.3% 20.6% 3.5% 0.6% 0.1%
広島県 86.3% 13.2% 0.5% 0.0% 0.0%
広島市 80.3% 18.8% 0.9% 0.0% 0.0%

従前相当 サービスA サービスB サービスC サービスD その他

全国 74.7% 20.4% 3.5% 0.8% 0.5% 0.1%
広島県 85.8% 13.1% 0.5% 0.7% 0.0% 0.0%
広島市 79.9% 18.7% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0%

各種サービスの利用実人数（通所型）（人）従前相当 サービスA サービスB サービスC その他 合計 合計（C除外）
579,360 104,122 37,355 16,378 389 737,604 721,226
15,918 2,432 1,486 261 0 20,097 19,836
5,995 1,658 0 16 0 7,669 7,653

従前相当 サービスA サービスB その他

全国 80.3% 14.4% 5.2% 2.3%
広島県 80.2% 12.3% 7.5% 1.3%
広島市 78.3% 21.7% 0.0% 0.2%

従前相当 サービスA サービスB サービスC その他

全国 78.5% 14.1% 5.1% 2.2% 0.1%
広島県 79.2% 12.1% 7.4% 1.3% 0.0%
広島市 78.2% 21.6% 0.0% 0.2% 0.0%

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和4年度
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ここでは「介護予防・生活支援サービス事

業費」及び「一般介護予防事業費」の支出

水準を、県・全国との比較している。

自らの地域の支出の特性の外観をとらえ

ることができる。

一般介護予防事業の費用が大幅に伸び

ている場合は、その対象者に留意が必要。

通常の高齢者の多くは、自費・自発的な活

動で社会参加しており、必ずしも行政が大

きな金額をかけて社会社会参加を促す必

要はない。

80歳以上の高齢者など、社会参加が難し
くなる年齢層に焦点を当てた取り組みが

ポイント。
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4.3%

17.5%

59.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

65歳以上75歳未満 75歳以上85歳未満 85歳以上

※参考 年齢別の要介護認定率

4.3％
17.5％

59.1％

年齢別の要介護認定率

出典）厚生労働省；介護保険事業状況報告月報（暫定版），令和6年3月末時点
※年齢別の要介護（要支援）認定者数÷当該年齢の第１号被保険者数にて算出
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本グラフは、県を通じて国に毎年提出している「地域支援事業交付金事業実績報告書」等のエクセルファイルをツールに読み込むことでグラ

フを自動表示。基本の上限額を表示するとともに、各保険者の実績を費用区分毎に表示することで、上限額への影響を分析可能。

令和６年度以降の上限額及び事業費総額の推計を複数表示。１つは「令和元年と令和５年の実績値を結んだ線」をそのまま将来に延長し

た推計。令和２年度以降、新型コロナウィルスの影響で多くの市町村で事業費が減少した影響を推計に反映しないよう、令和元年度から令

和５年度の変化に着目した推計を行ったもの。

もう１つは「令和５年度実績に、80歳以上（もしくは85歳以上）人口の伸び率を乗じた」推計。基本の上限額が75歳以上人口の伸びに準じて
設定される一方で、団塊の世代全員が75歳以上となる令和７年度以降は、実際の事業費が80歳以上（もしくは85歳以上）人口の伸びに影
響を受ける可能性があるため。
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高齢者の選択が拡大を評価する指標とし

て、従前相当サービスが位置付けられて

いるケアプランの割合を設定。

この数値の把握が困難な場合は、介護予

防ケアマネジメントB/Cの件数を選択の拡
大を評価する指標として代替可能。

介護予防ケアマネジメントB/Cは従前相
当サービスでは活用することができない

ことから、この指標を用いる。

グラフでは、増やすべきB/Cのグラフがプ
ラス側（上向き）に伸び、減らすべき介護

予防支援と介護予防ケアマネジメントAは
マイナス側（下向き）に伸びるように設定

されている。
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の問５「地域で

の活動」の回答結果を、「入力シート（ニーズ調査）」

に貼り付けることで、自動的に集計結果とグラフを

表示。

「①ボランティアのグループ」や「②スポーツ関係の

グループやクラブ」のような、各種会・グループごと

の参加頻度ではなく、「何らかの地域活動に週１回

以上のペースで参加している高齢者の割合」を「社

会参加率」として集計（なお、「月１～３回」参加して

いる地域活動が複数選択されている場合は、「週１

回以上」の参加があるものと見なしている）。

「入力シート（ニーズ調査）」にはニーズ調査の問５

の他、基本情報である「性別・年齢階級」を入力する

ことで、性別・年齢階級別の社会参加率を出力。

特に社会参加への機会が減少しがちな75歳以上や、
性別による参加率の傾向などに着目し、社会参加

率を向上させるために必要な取組などを検討するこ

とが求められる。
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月１～３回が２項目（ま

たは３項目）で選択さ

れていれば、週一回以

上とみなす

週一回以上を積極的

に社会参加している人

と整理する。

収入のある仕事スポーツ

老人クラブ

町内会
自治会

学習・教養

ボランティア

趣味関係

地域活動の参加者には重複があるのが普通

社会参加している人の実人数を把握したい

地域のトータルの
＜社会参加率＞

【アウトカム指標の一つに】

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）
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問５の「①～⑦」の選択肢は社会参加率を示す指標の一つ。
それぞれの活動への参加率が過去10年でどの程度変化しているかは、過去のニーズ調査の結果を時系列で整
理すれば、はっきりと捉えられる。
他方で、①～⑦のいずれかの項目に「週一回以上」が一つでも選択されている人及び「月１～２回」が複数
（または３項目以上）選択されている回答者の割合を算出すると、週一回以上社会的な活動をしている人の
割合を把握できることから、当該地域の「社会参加率」の代替指標として使える。 （過去データも同様の方法
で加工できるので時系列比較も可能）
そもそも、どこに社会参加するのかは住民の自由。個別の参加率だけに着眼するのではなく、結果としての社会
参加の度合いを評価すべき。
また前回調査は、コロナ災禍直前であり、コロナ災禍の地域活動へのインパクトを評価する指標としても活用可
能。

週一回以上社会参加している高齢者を指標化し、時系列
整理すれば地域の社会参加の状況を評価可能。コロナの影
響を今回の調査と前回調査の差分で把握可能。

こうした統合データに、活動内容別の時系列
集計を重ね合わせれば、全体の参加率に何
が寄与しているか、また、どういった活動が減
少傾向にあるのかを判断できる。
このほか、男女別、地域別、前後期高齢者
別などの集計を重ねることで、地域の社会参
加の活動性を分析することが可能。

コロナ災禍

時系列分分析のイメージ（ダミーデータ）

資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）



【参考】ケアマネジメントは

どう変わるのか？
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従前相当サービスを残していると、ケアプランＢ/Ｃは使えないので
包括負担は減らない。一方で、サービス・活動ABCDなら、ケアマ
ネジメントB/Cが使えて現場のペーパーワークと会議は減少。
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ケアプラン不要は、ケアマネジメントの軽視ではない！

アセスメントの重要性が増すのが今回の改正の趣旨
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地域包括支援センターに求められること

これまで地域包括支援センターが大切だと

考えて取り組んできたけど、評価されてい

なかった業務

「プランを作らないと損する仕組み」からの

脱却。当事者本人を中心に据えたケアへの

取組へ。

「孤独・孤立」「参加支援」「アウトリーチ」。

あれ？これって「重層的支援体制整備事

業」のキーワード？

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「岩名礼介講演資料」
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ケアプラン単位で報酬を出さないと包括は赤字？

プラン以外の業務に対する報酬

（包括的支援事業委託費）

ケアプラン

作成に係る

報酬

これまで

これから プラン以外の業務に対する報酬

（包括的支援事業委託費）

ケアプラン

作成に係る

報酬

簡素化された

プラン等の

作成業務分

の報酬

委託費等で

評価されて

こなかった

業務

「地域」

「人」と向き

合う業務へ

の報酬

ケアプランの作成数が減少すると、包括の収入が減少する。今回の改正では、「ケアプランの作成件数単位では評価しがたい」
業務について包括的に委託費を支払うことが可能とされている（下図右下の青色部分）。これまで十分に評価されてこなかった
業務への評価を新たに行うことで、従来通りの委託費用を確保しつつ、ケアプラン部分の業務負担を削減することが可能。

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「岩名礼介講演資料」
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「従前相当の世界」と「多様なサービス・活動の世界」における違い

多様なサービス・活動（これから）従前相当サービス中心（これまで）

高齢者の生活ニーズに対応した多様
なサービス・活動

「従前相当サービス」一択
本当はデイでレクリエーションをしたくない高齢者もいる。
本当は短時間でリハだけをやりたいという高齢者もいる。

高齢者の選択

ケアマネジメントB/Cにより、プラン
作成・担当者会議などを簡素化

ケアプラン作成やペーパーワーク、担
当者会議などに忙殺され地域や個別
ケースに時間をさけない。

地域包括支援
センターの
業務

「人」と向き合う時間
＝ケアプランよりもケアマネジメント

「紙」と向き合う時間が長い
＝ケアプランに多くの時間をとられる

業務の中心

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「岩名礼介講演資料」



【参考】

総合事業の評価について



41 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

自由なだけに「マネジメント」能力が高度に求められる



42 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

自由なだけに「マネジメント」能力が高度に求められる

資料）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「第９期介護保険事業計画期
間における介護予防・日常生活支援総合事業の充実・活性化に向けた方策に関す
る調査研究事業報告書」（令和５年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）

元気高齢者
または積極的な参加
生活意欲の向上

虚弱高齢者
生活意欲の低下
IADL等の低下

要支援・要介護認定に
至らない高齢者の増加

本人の能力を最大限
活用した自立の促進

選択できる
サービス・支援の充実

生活支援の選択肢を増やす

ハイリスク・アプローチ

ポピュレーション・アプローチ

予防・ヘルスの観点からは①②に集
約されがちだが、③を見落とさないこと
が大切。
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資料）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「第９期介護保険事業計画期
間における介護予防・日常生活支援総合事業の充実・活性化に向けた方策に関す
る調査研究事業報告書」（令和５年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）本人の能力を最大限

活用した自立の促進

選択できる
サービス・支援の充実

要支援・要介護認定に
至らない高齢者の増加

【ポピュレーション・アプローチ】
元気な人ができるだけ
元気でい続けるために

【ハイリスク・アプローチ】
元気がなくなった人を

もう一度元気にするために

【利用者の選択肢を増やす】
元気でなくなった人が、

その人にあった支援を選べるために

広く・細く・長く
（より多くの人に、最小限の支援
で長期にわたり参加継続）

太く・短く
（効果の高い対象者に高コスト

でも短期で成果）

従前相当以外の
選択肢を増やす

体操教室
通いの場

活発な社会参加

短期集中プログラム（C型）
フレイル初期の集中的介入
ケアマネへのリハ職同行など

多様な主体の
サービス・活動
有償ボランティア

地域の助け合い／等

＜基本の考え方＞ ＜取組例＞

資料）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「第９期介護保険事業計画期
間における介護予防・日常生活支援総合事業の充実・活性化に向けた方策に関す
る調査研究事業報告書」（令和５年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）
を一部改変



44

従前以外のサービスを検討する前に、現状の従前の利用ニーズを把握できているか？（何人くらい
が利用していてどういう支援を受けているのか？、そもそもの利用ニーズはなんだったのか？）
デイサービスや生活支援の従前相当は、「総合的なサービス」であることを意識。総合的な支援を
必要としている要支援者は少数派では？
この実態に応じて、従前相当以外のサービスの可能性を模索。
従前以外の選択肢は一つではない。多様な選択を考える。

チェックポイント

要支援者・事業対象者における従前相当サービスを含むケアプランの数（が減少してくことを目指す）
「多様化≒従前相当以外の選択が増える」と考え、従前相当サービスのみに依存するモデルからの脱却が評価
の視点としては重要。

評価の視点

資料）上部チャート：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「第９期介護保険事業計画期間に
おける介護予防・日常生活支援総合事業の充実・活性化に向けた方策に関する調査研究事業報告
書」（令和５年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）下段記載：岩名礼介講演資料より

選択できる
サービス・支援の充実

【利用者の選択肢を増やす】
元気でなくなった人が、

その人にあった支援を選べるために

従前相当以外の
選択肢を増やす

多様な主体の
サービス・活動
有償ボランティア

地域の助け合い／等

資料）岩名礼介講演資料（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）
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行政・専門職の関わりが大きくなりすぎていないか？また、住民の主体性が尊重された取組になっているか（気が付いたら「行政
主導型住民主体」「講師派遣型スクール」になっていないか）
通いの場については、継続参加者一人当たりの月額コストの算出を確認しているか？（コストに見合った成果が得られているの
か）社会参加率の向上が目的であり、これらの場を通して個別にフレイルリスクのある参加者の状態改善を目指すものではない。
体操教室を増やすことがポピュレーションアプローチのすべてになっていないか？
「広く・細く・長く」になっているか？（広範囲・低コスト・低負担で支援できているか？／継続参加が実現しているか）

チェックポイント

参加する場所はどこでもよいが、積極的な社会参加につながっているか（社会参加率のモニタリングができてい
るか）※日常生活圏域ニーズ調査「問５」の活用
75歳以上における5歳年齢区分ごとの参加率（予防効果の観点からは後期高齢者の参加率への注目がポイント）

評価の視点

資料）上部チャート：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「第９期介護保険事業計画期間に
おける介護予防・日常生活支援総合事業の充実・活性化に向けた方策に関する調査研究事業報告
書」（令和５年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）下段記載：岩名礼介講演資料より

要支援・要介護認定に
至らない高齢者の増加

【ポピュレーション・アプローチ】
元気な人ができるだけ
元気でい続けるために

広く・細く・長く
（より多くの人に、最小限の支援
で長期にわたり参加継続）

体操教室
通いの場

活発な社会参加

資料）岩名礼介講演資料（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）
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「太く短く」が原則。プログラムには従前以上のコストがかかっている場合もあるが、成果がでているか（普通の生
活に戻れているか？）
長期の利用になったり、「通い続けたい場」になってしまっていないか？
単なる筋トレの場になっていないか？（本人の自立意識や動機付けを主体としたカウンセリングプログラムとなっているか）

チェックポイント

プログラム参加者を把握しやすいことから、終了前後の状態の変化を把握しやすい。
プログラム終了から半年／１年後の状態の評価（ただし、ここでいう状態は、単なる身体機能の評価ではなく、
生活意欲や普通の生活の継続の観点から評価されるべき）

評価の視点

資料）上部チャート：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「第９期介護保険事業計画期間に
おける介護予防・日常生活支援総合事業の充実・活性化に向けた方策に関する調査研究事業報告
書」（令和５年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）下段記載：岩名礼介講演資料より

本人の能力を最大限
活用した自立の促進

【ハイリスク・アプローチ】
元気がなくなった人を

もう一度元気にするために

太く・短く
（効果の高い対象者に高コスト

でも短期で成果）

短期集中プログラム（C型）
フレイル初期の集中的介入
ケアマネへのリハ職同行など

資料）岩名礼介講演資料（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）



【近畿厚生局】 令和７年度近畿ブロック地域包括ケア推進セミナー

＜講義３＞

新しい地域医療構想から見えてきた

在宅医療介護連携のテーマ

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

主席研究員 岩名 礼介



48資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

自宅死 老人ホーム死 病院死

在宅医療にかかる地域別データ集（人口動態統計）

自宅

施設

病院

看取り

看取り

看取り

居所変更

居所変更施設施設

在宅生活改善調査

居所変更実態調査

要介護度別分析不可

多様な死亡が含まれる

ただし時系列分析には

有効。調査不要。

ともに新規の調査が必要だが、

自動集計ソフトあり。予算不要。

要介護別・施設別など対策検討

に活用可能。



49資料）岩名礼介講演資料（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

特養退所者の
約3/4は死亡退所

急性期病院

地
域
に
お
け
る
看
取
り
の
主
力

今後の増加が期待できない

地域医療構想に基づき
減少傾向
+

医師の働き方改革

施
設
病
院
看
取
り
力
の
減
衰

GH・特定・サ高住・住有等においても「最期は病院で」を期待せず、ある程度までの
医療対応を行う必要性が高まっている。

いまの住まいで医療・看護の対応力を高める必要性

これまで看取りの主力だった急性期病院は人口減少によるニーズの減少（医師の減少も）にあわせ病床数が減少する方向。また2024年度
からスタートした「医師の働き方改革」により、「過剰労働」「連勤」が難しい時代に。救急搬送も従来のような「即応」体制が維持できない時代
に。したがって、介護施設においても「医療が必要になったら病院へ」という仕組みは限界に。この結果、高齢者施設は、予防的・先回りケア
の充実と、医療対応水準の向上が求められるようになる。



50 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

令和６年度福岡県在宅医療・介護連携従事者支援事業

自宅死・老人ホーム死は増加

資料）厚生労働省人口動態統計から三菱UFJリサーチ＆
コンサルティングが作成

※用語の定義
「自宅」：自宅の他、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含む
「老人ホーム」：養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム
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51資料）京都府「京都府地域包括ケア構想について」



52資料）左の資料：厚生労働省 右側の図：岩名礼介講演資料

施設は、救急搬送に過度に
依存した状況改善が必須。
夜間体制など見直しが必要

罰則規定あり

救急搬送の応需率低下

軽症者の搬送困難に？

過度な連勤は不可

2024年4月施行



53資料）厚生労働省 介護給付費分科会（第239回資料１）

診療体制の常時確保に
向けた協力医療機関の

設定の義務化
（経過措置３年、GH・特定は努力義務）

退院患者の速やかな
受け入れの努力義務化

【施設】要医療でも継続
入所可能な体制の検討

【施設】病院が連携でき
るような体制整備

（人員・情報連携）

【行政】
利用者の移動状況の把握

（居所変更実態調査）



54

2015年 地域医療構想により必要病床数を設定

2024年6月21日 経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）

2024年12月18日 「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」

「地域医療構想の対象範囲について、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護
連携、人材確保等も含めた地域の医療提供体制全体に拡大する」ことが示された。

2025年の医療需要を踏まえた病床数の必要量を定め、病床の機能分化や連携
の取組を推進。

主に医療側の機能分化・量的調整・連携

の在り方にとどまる。

「在宅医療・介護連携」も含め

介護側施策との連携の必要性を指摘

【目指すべき方向性】”医療機関と介護施設の日頃からの連携による対応力を強
化し、状態悪化を防ぐことで、救急搬送の減少や円滑な入院につながることも記
載される“

【目指すべき方向性】” 医療機関だけでなく、訪問看護ステーション、歯科医療機
関、薬局、介護施設・事業所等も含め、多職種・多機関が連携して地域の需要と資
源に応じて供給力を高めることが求められる。“

【都道府県の役割】” 調整会議で協議が調った事項の実施に努めることが適当“
”市町村の地域医療構想の理解を促進するため、国による研修や都道府県から市
町村への調整会議に関する情報提供等の取組を推進することが適当“

• 新たな地域医療構想での注力テーマは、介護保
険側の在宅医療・介護連携推進事業と整合。

介護保険側「在宅医療・介護連携」との高い連動性

【共有すべきデータや課題】” 医療機関と介護施設等との平時や緊急時の連携体
制の構築状況“（日常の療養支援／急変時の対応）

【高齢者救急】”救急搬送を受け入れるだけでなく、入院早期からのリハビリテー
ション等の離床のための介入をできることが必要“（入退院支援）

地域医療構想とりまとめでの言及連携場面

リハビリテーション・離床への介入入退院支援

日頃からの連携による対応力強化
状態悪化を防ぐ

日常の療養支援

救急搬送の減少
円滑な入院

急変時の対応

ー看取り
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p.2

p.5

p.8

日常の療養支援／急変時の対応

「とりまとめ」には看取りへの言及はないが、

これらの対応が充実することにより、自然

と看取り対応力が向上する

入退院支援

入退院支援

日常の療養支援／急変時の対応
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高齢者施設における

救急対応

急変の発生を抑制する

予防的なケア力の向上

急変時の対応
救急・医療機関と介護事業者の

適切な情報のやり取り

急変時の医療対応体制の

構築／訪問看護・訪問診療、医療

機関との平時からの連携

予兆に気づく先回りしたケアに

むけた知識・技術の獲得

1

2

3
【課題】

増加する高齢者施設からの救急搬送

と医療機関・救急隊への負荷の増大

介護事業者／ケアマネ等への負担
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マクロ情報の例ミクロ情報の例テーマ

退院３か月後の状態評価
在宅復帰時の家族・本人に対する不安
度に関する調査等
退院後の復帰先分析

入院を経て在宅復帰時に身体能力が
著しく低下しているケースの具体例
在宅を担当するケアマネ・リハ職の声
病院リハ職の声

入院早期からのリハビリテーション等
の離床のための介入

救急搬送データ（消防等が保有する
データ）
救急隊員・施設職員・ケアマネなどへ
のアンケート調査など
居所変更実態調査

介護施設における救急搬送ケースの
具体例
軽症でも救急要請してしまう施設職員
の声、不安感の聞き取り
状態悪化した場合の対応に関する施
設経営者の声等

救急搬送の減少

医療機関と介護施設の日頃からの連
携による対応力を強化し、状態悪化
を防ぐ

救急隊員、病棟医師、看護師、施設等
の介護職員・ケアマネ等の関係者に対
するアンケート調査等

救急隊員、病棟医師、看護師、施設等
の介護職員・ケアマネ等の声、不満等

医療機関と介護施設等との緊急時の
連携体制の構築


